
 

船舶事故等調査報告書 

平成２７年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第１９３号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１０月３０日 ０４時００分ごろ 

発生場所 山口県光市牛
う

島北東岸 

 周防
す お う

牛
うし

島灯標から真方位１６２°９２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５１.８４′ 東経１３２°０１.２２′） 

事故等調査の経過  平成２６年１０月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 和
かず

丸、１９トン 

   ２７３－６５８０広島、株式会社高升船舶工業（船舶所有者）、

坂本海運株式会社（船舶借入人） 

Ｂ 台船 宝珠
ほうじゅ

、不詳 

   なし、内海船舶有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船底及び両舷ビルジキールに擦過傷、プロペラ翼に曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、Ａ船の船尾方に船体ブロック約

４００ｔを積載したＢ船を繋
つな

いで引船列（以下「Ａ船引船列」とい

う。）を構成し、船長が単独の船橋当直につき、自動操舵により約５

ノットの対地速力で牛島東方沖を西進した。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを見て、右転する予定変針場所まで距離

があるので、トイレに行った後、機関室の見回りを行う時間があると

思い、平成２６年１０月３０日０３時３０分ごろ、我慢していたトイ

レに行った後、機関室の見回りを行って船橋に戻ってきたところ、牛

島が間近となっていることに気付き、右舵約１５°を取った。 

 Ａ船引船列は、０４時００分ごろ、Ａ船が牛島北東岸に乗り揚げ、

Ｂ船がＡ船の船尾に衝突した。 

 船長は、機関を後進にかけたが離礁できず、船内を確認したとこ

ろ、プロペラ軸付近からの浸水を認め、僚船に連絡した後、海上保安

庁に事故の通報を行った。 

 Ａ船は、来援した引船により離礁して付近に投錨し、潜水士による

船底調査を受けた後、山口県田布施町の造船所までえい
．．

航された。 

 Ｂ船は、僚船により山口県徳山下松港までえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約２m/s、視界 良好 



 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  Ａ船の喫水は、船首が約１.２ｍ、船尾が約２.３ｍであった。 

 Ａ船は、船橋当直を船長及び小型船舶操縦免許を有する甲板員によ

る単独当直の２直制としていた。 

 船長は、ＧＰＳプロッターのレンジを約４海里（Ｍ）とし、レーダ

ーのレンジを約１.５Ｍとしていた。 

 船長は、０３時００分ごろから便意を催すようになった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船引船列は、牛島東方沖を西進中、単独の船橋当直についていた

船長が、右転する予定変針場所まで距離があるので、トイレに行った

後、機関室の見回りを行う時間があると思い、船橋を無人にして航行

を続けたことから、牛島北東岸に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、牛島東方沖を西進中、単独の船橋

当直についていた船長が、右転する予定変針場所まで距離があるの

で、トイレに行った後、機関室の見回りを行う時間があると思い、船

橋を無人にして航行を続けたため、牛島北東岸に乗り揚げたことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、船橋を無人にしないこと。 

・船橋当直者は、体調管理を適切に行い、体調不良の時は適法な資

格を有する乗組員と交代すること。 

 


